
1 
 

令和８年度 横浜市医療機関合同研修サポート補助金募集要項 

 

横浜市では、市内の医療機関等が合同で行う潜在看護師※１の市内医療機関への復職に向け

た研修や現任の看護師等※２の人材育成等、人材確保に資する研修に対して補助を行います。 

概要をご確認いただき、人材確保・育成の取組にお役立てください。 
 

※１ 潜在看護師とは、看護師の資格を保有しているが就業していない看護師を指します。 

※２ 看護師等とは、看護師、准看護師、保健師及び助産師免許を保有する方と看護補助者を指します。 

 

申請の流れを簡略化しました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 日以内 

30 日以内 

事前相談(任意)※ 

研修実施（事前企画～振返り）／支出 

全て完了 

申請書類提出 

交付決定通知書兼額確定通知書（横浜市から） 

請求書提出 

補助金交付（横浜市から） 

 

※ 研修内容によっては補助対象とならない可能性もあるので、 

事前相談をお勧めします。 

少しでも迷われた場合は、お気軽にご相談ください！ 

p.5「８．申請時提出書類」参照 

p.3「６．対象研修の条件」参照 

p.5「10．請求について」参照 
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 潜在看護師の復職対策や、現任の看護師等の人材育成・確保に関する研修等を合同で実施

する市内医療機関等に対し補助金を交付することで、市内の医療機関等の人材確保や育成を

推進することを目的とします。 

 

 

 

1団体※３あたり上限 20万円※４ 

※３ 団体の定義については、「５．実施主体について」参照。 

※４ 消費税及び地方消費税相当額は含みません（補助対象外）。 

 

 

 

 令和８年４月１日(水)～令和９年３月 10日(水)※５ 

※５ ３月 10 日までに書類を全て揃えて申請する必要があります。余裕を持って実施してください。 

 

 

 

 事業実施期間※６の最終日から 20日以内 

ただし、令和９年３月 10日（水）までを限度とします。【厳守】 

 ※６ 事後振り返りや支出が全て完了した状態を指します。 

 

 

 

実施主体は、複数の医療機関等が連携した「団体」であることとします。 

 

【実施主体に関する条件】 

各用語と説明は以下の通りです。 

用語 説明 

医療機関等 病院、診療所、訪問看護ステーションお及び看護師が在籍する福祉施設 

団体 ２つ以上の医療機関等の集まりで、1 団体には１つ以上の病院が含まれること。 

代表医療機関 団体を代表して手続きを行う病院のこと。 

 

 

 

 

 

１．補助金の目的 

３．補助対象研修の実施期間 

４．申請期限 

５．実施主体について 

２．補助金額 
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補助の対象となる研修の条件は次のとおりです。 

 

【共通条件】 

◇ 医療機関等の「団体」で実施してください。１つの病院が企画・実施する研修に参加する

場合は対象となりません。 

◇ 実施日程の単位の設定は自由です（単発実施、複数日程いずれも可）。 

◇ 臨床研修を実施する場合は、実施先医療機関等の当該研修担当看護師が必ず付き添ってく

ださい。 

【潜在看護師向け研修】 

研修対象者 潜在看護師 

研修の内容 
地域内の病院に復職するきっかけを提供する内容 

例）実技研修、最新の医療・看護の動向や知識が修得できる講義 等 

推奨条件 施設見学や病棟実習等、病院の内部に入れる機会を設けていること。 

その他 
実施内容報告書に復職状況の記載がない場合は、参加者の復職状況を伺

う場合があります。 

【現任看護師向け研修】 

研修対象者 団体医療機関等に現在就業している看護師 

研修の内容 

・地域内の医療機関等で現任の看護師向けの技能向上や復職者のフォロ

ーを目的とした内容であること（現地・オンラインいずれも可）。 

・地域内の医療機関等が合同で人材確保に関する研修を開催しているこ

と。 

【人材確保に関する研修】 

研修対象者 医療機関等の採用担当者 

研修の内容 
・看護師等の採用に関する知識を得ることを目的とした内容が含まれて

いること。 

 

 

 

（1） 広報、広告費 

（2） 当該研修で使用する医薬材料費 

（3） 医療機関等が外部に依頼した講師等に対する謝金 

（4） 実技研修で使用する備品費 

（5） 研修に参加する潜在看護師の子の一時保育にかかる経費 

（6） 参加者の損害保険料にかかる経費 

（7） 事務費 

（8） その他市長が適切と認めたもの 

６．対象研修の条件 

７．対象経費 
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【参考】各対象経費の例 

経費 例）補助対象とするもの 例）補助対象とならないもの 

（1）広報、広告費 研修周知用チラシの作成費 

研修のお知らせの有料広報媒体掲

載料 

 

当該研修以外の情報が掲載さ

れたチラシの作成費、掲載料 

（2）当該研修で使用

する医薬材料費 

採血練習用のシリンジ・針 

参加者が使用するディスポーザブ

ル手袋 

消毒薬（手指消毒・物品消毒用） 

 

 

（3）外部に依頼した

講師等に対する謝金 

参加医療機関以外の医療機関のス

タッフを講師に招いた謝金 

参加医療機関の職員を講師と

した場合の謝金、人件費 

（4）備品費 当該技術研修及び専ら看護師の確

保・定着対策として今後の研修等に

使用する場合に限る。 

補助の申請が備品購入のみの

場合 

（5）研修参加者の子

の一時保育にかかる

経費 

研修参加者の子の一時保育料 

一時保育で使用する消耗品（ウェッ

トティッシュ、子の名札等） 

 

団体の職員の子の一時保育料 

（6）参加者の損害保

険料にかかる経費 

研修参加者の損害保険料 団体の職員が対象の損害保険

料 

（7）事務費 ・コピー用紙 

・郵送代 

・参加者用の名札入れ 

・研修資料を入れるクリアファイル 

・被服貸与にかかるクリーニング代 

・配信用に研修動画を編集する際に

必要なソフトの購入費 

 

（8）その他市長が適

切と認めたもの 

（1）から（7）の経費に該当しない

が、事業実施に必要不可欠であると

認められた経費 
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代表医療機関が、横浜市看護師復職支援事業補助金交付要綱 第１号様式の１～４と支出を

証明する書類（領収書等の写し）ご提出ください。 

・横浜市医療機関合同研修サポート補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式の１） 

・事業計画書兼報告書（第１号様式の２） 

・事業収支報告書（第１号様式の３）および支出を証明する書類 

・参加同意書（第１号様式の４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類の確認後、横浜市から、横浜市医療機関合同研修サポート補助金交付決定通知書

兼額確定通知書（第３号様式）を送付します。本通知書を受領後、横浜市医療機関合同研修

サポート補助金請求書（第４号様式）をご提出ください。 

 

 

横浜市電子申請・届出システム 

 

「令和８年度 横浜市医療機関合同研修サポート補助金申請フォーム」 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/6f0455bd-5a5d-4cbe-8369-b31a82ae3b52/start  

 

◇各様式は、上記申請フォーム内または以下の医療局ホームページからダウンロードできます。 

横浜市トップページ＞健康・医療・福祉＞健康・医療＞医療＞医療政策＞医療人材確保関連＞看護職のためのページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryo/seisaku/iryojinzai/kango.html 

 

 

横浜市医療局地域医療課地域医療係 人材担当 

メールアドレス ir-ch-jinzai@city.yokohama.lg.jp 

電話 045-671-2993 

11．申請先 

８．申請時提出書類 

12．問合せ先 

10．請求について 

有効な支出を証明する書類について 

領収書をご準備いただくと申請がスムーズです。 

 

・領収書がある場合   

 

 

・領収証がない場合 

 

※７ 入出金明細照会（ネットバンキングの場合）、通帳の写し等 

領収書のみの提出で良い 

請求書 振込が確認できる書類※7 

推奨 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/6f0455bd-5a5d-4cbe-8369-b31a82ae3b52/start
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryo/seisaku/iryojinzai/kango.html

